
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日
受
領

答

弁

第

二

〇

三

号

内
閣
衆
質
一
九
二
第
二
〇
三
号

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
福
島
伸
享
君
提
出
割
賦
販
売
法
改
正
法
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
福
島
伸
享
君
提
出
割
賦
販
売
法
改
正
法
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
決
済
代
行
業
者
（
以
下
単
に
「
決
済
代
行
業
者
」
と
い
う
。
）
が
、
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業

者
（
以
下
「
販
売
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
取
り
扱
う
こ
と
を
認
め
る
権
限
を
有
す
る
者

（
以
下
「
会
社
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
「
特
定
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等

購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
の
た
め
に
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
購
入
あ
つ
せ
ん
に
係
る
販
売
又
は
提
供
の
方
法
に
よ
り
商
品
若
し

く
は
権
利
を
販
売
し
、
又
は
役
務
の
提
供
を
し
よ
う
と
す
る
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
に
対
し
て
、
当
該
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
等
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
が
利
用
者
に
付
与
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
番
号
等
を
取
り
扱
う
こ
と
を
認
め
る
契
約
を

当
該
販
売
業
者
又
は
当
該
役
務
提
供
事
業
者
と
の
間
で
締
結
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者
」
に
該
当
す
る
。
他
方
、
決
済
代
行

業
者
が
、
当
該
権
限
を
会
社
か
ら
与
え
ら
れ
ず
、
単
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
利
用
す
る
者
が
購
入
し
た
商
品
若
し
く
は
権

利
の
代
金
又
は
提
供
を
受
け
た
役
務
の
対
価
に
相
当
す
る
額
の
支
払
を
販
売
業
者
等
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て

は
、
「
特
定
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
の
た
め
に
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
購
入
あ
つ
せ
ん
に
係
る
販

売
又
は
提
供
の
方
法
に
よ
り
商
品
若
し
く
は
権
利
を
販
売
し
、
又
は
役
務
の
提
供
を
し
よ
う
と
す
る
販
売
業
者
又
は
役
務
提

一



供
事
業
者
に
対
し
て
、
当
該
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
が
利
用
者
に
付
与
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
番
号

等
を
取
り
扱
う
こ
と
を
認
め
る
契
約
を
当
該
販
売
業
者
又
は
当
該
役
務
提
供
事
業
者
と
の
間
で
締
結
す
る
こ
と
を
業
と
す
る

者
」
に
該
当
し
な
い
。

二


